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真
の
街
の
活
性
化
を
望
む

　
　
　
堀
越
道
男 

議
員

 

正
確
な
調
査
を
目
指
し
て

　
　
　
岡
野
一
男 

議
員

○
に
ぎ
わ
い
再
生
事
業
に
つ
い
て

質 

問　

に
ぎ
わ
い
再
生
事
業
の
経

過
は
平
成
13
年
か
ら
色
々
な
事

業
を
や
っ
て
き
た
。
ま
た
平
成

19
年
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
中

心
市
街
地
に
市
民
が
気
軽
に
集

ま
る
場
所
が
必
要
と
の
意
見
が

出
さ
れ
、
平
成
22
年
３
月
に
都

市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策

定
。
中
心
市
街
地
に
商
業
機
能

の
再
生
や
歴
史
・
文
化
資
源
の

活
用
に
必
要
な
都
市
基
盤
整
備

を
す
す
め
、
市
民
活
動
の
場
や

交
流
機
会
の
創
出
、
子
育
て
支

援
な
ど
市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

た
拠
点
機
能
の
導
入
を
図
る
た

め
に
当
該
事
業
を
追
加
し
た
。

私
は
賑
わ
い
を
つ
く
り
だ
す
た

め
に
は
、
ハ
ー
ド
面
だ
け
を
追

っ
て
い
て
も
作
り
出
せ
な
い
と

思
う
。
補
助
金
が
切
れ
る
期
間

が
２
年
し
か
な
い
の
で
、
あ
せ

り
も
感
じ
る
。
補
助
金
を
消
化

す
る
だ
け
な
ら
、
や
ら
な
い
方

が
い
い
。
も
っ
と
根
本
か
ら
考

え
た
他
の
町
で
の
経
験
も
生
か

し
た
再
生
事
業
を
作
っ
て
ほ
し

い
と
思
う
が
ど
う
か
。

答 
弁
（
都
市
建
設
部
長
）
市
街
地

に
ぎ
わ
い
再
生
事
業
は
、
ま
ち

づ
く
り
交
付
金
を
活
用
し
た
事

業
と
し
て
、
平
成
22
・
23
年
度

の
２
か
年
を
事
業
期
間
と
し
て

実
施
す
る
。

　

 　

現
在
、
事
業
地
の
具
体
的
な

整
備
計
画
や
整
備
後
の
施
設
等

の
管
理
及
び
運
営
等
の
検
討
を

行
う
た
め
、
検
討
協
議
会
を
、

こ
れ
ま
で
に
２
回
開
催
し
、
活

発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

　

 　

同
協
議
会
で
は
、
こ
の
場
所

に
合
っ
た
店
舗
の
あ
り
方
を
検

討
し
た
い
旨
の
意
見
が
出
さ

れ
、
事
業
の
進
め
方
と
し
て
は

非
常
に
有
効
な
方
向
に
進
ん
で

い
る
。

　

 　

地
元
商
店
街
か
ら
は
、
史
実

に
基
づ
い
た
新
た
な
名
物
を
発

掘
す
る
よ
う
な
ソ
フ
ト
事
業
の

提
案
も
行
わ
れ
、
当
事
業
に
対

す
る
大
き
な
期
待
と
施
設
整
備

後
の
運
用
に
つ
い
て
積
極
的
に

関
わ
り
、
努
力
を
し
て
い
く
と

い
う
強
い
意
志
が
示
さ
れ
た
。

　

 　

事
業
地
や
将
来
的
な
構
想
に

つ
い
て
も
適
切
で
様
々
な
意
見

も
出
さ
れ
た
。

　

 　

今
後
も
検
討
協
議
会
に
お
い

て
は
、
導
入
機
能
と
と
も
に
、

　

 

整
備
後
の
施
設
運
営
や
さ
ら
に

は
新
た
な
ソ
フ
ト
事
業
の
展
開

な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
す
る
。

　

 　

市
民
協
働
体
制
の
も
と
で
、

市
民
や
商
店
街
、
各
種
団
体
が

真
に
必
要
と
す
る
拠
点
に
つ
い

て
行
政
が
整
備
を
行
う
す
が
、

最
も
重
要
な
こ
と
は
整
備
後
の

拠
点
の
使
い
方
及
び
ソ
フ
ト
事

業
の
充
実
で
あ
り
、
地
元
商
店

街
や
農
産
物
直
売
を
計
画
し
て

い
る
営
農
者
等
に
よ
る
新
商
品

の
開
発
や
新
た
な
ア
イ
デ
ィ
ア

の
発
案
に
つ
い
て
、
助
言
や
サ

ポ
ー
ト
の
体
制
を
整
え
、
行
政

の
役
割
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

　

 （
再
質
問
）
検
討
協
議
会
の
傍

聴
を
拒
否
さ
れ
た
。
非
公
開
と

い
う
の
は
問
題
で
は
な
い
か
。

　

 （
再
答
弁
）（
都
市
建
設
部
長
）

ス
ペ
ー
ス
の
問
題
は
あ
る
が
会

長
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
前
向

き
に
す
す
め
て
い
き
た
い
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
医
療
保
険
体
制
に
つ
い
て
。

石
下
町
に
お
い
て
も
数
件
あ
っ

た
が
、
具
体
的
な
数
字
に
つ
い

て
は
不
明
。
拒
ん
だ
場
合
統
計

法
に
お
い
て
、
罰
則
も
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
適
用
事
例
は
県

内
に
お
い
て
無
い
。

　

 　

前
回
の
調
査
で
回
答
拒
否
の

世
帯
は
、「
聞
き
取
り
調
査
」

等
を
実
施
し
、
調
査
票
の
補
筆

を
行
っ
た
。

　

 

②
の
質
問
で
は
、
個
人
情
報
を

保
護
す
る
た
め
、
調
査
票
は
、

世
帯
で
記
入
後
に
封
入
さ
れ
た

も
の
を
調
査
員
が
回
収
し
、
郵

送
に
よ
る
提
出
も
で
き
る
。

　

 

③
の
質
問
、
統
計
調
査
員
は
記

入
さ
れ
た
調
査
票
を
見
る
こ
と

は
出
来
な
い
の
で
、
調
査
員
は

調
査
票
の
配
布
時
に
書
類
の
書

き
方
、
提
出
の
方
法
な
ど
の
説

明
を
行
い
、
調
査
票
を
回
収
し

た
あ
と
、
調
査
書
類
を
市
へ
提

出
す
る
。

　

 　

指
導
員
は
、
提
出
さ
れ
た
調

査
書
類
の
検
査
を
行
い
、
記
入

漏
れ
・
誤
記
等
、
記
入
不
備
の

世
帯
へ
の
照
会
及
び
確
認
、
調

査
書
類
の
整
理
を
行
う
。

　

 　

担
当
者
は
、
指
導
員
を
補
佐

し
、
記
入
不
備
世
帯
へ
の
照
会

や
確
認
を
行
い
、
審
査
事
務
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
、
住
民
基

本
台
帳
の
一
部
閲
覧
等
、
必
要

に
応
じ
行
政
資
料
の
活
用
を
す
る
。

○
国
勢
調
査
の
実
施
に
つ
い
て

質 
問　

今
回
の
国
勢
調
査
は
大
規

模
調
査
と
な
る
。
①
個
人
情
報

保
護
法
施
行
直
後
の
２
０
０
５

年
調
査
時
に
は
回
答
拒
否
が
何

件
あ
っ
た
か
。

　

 

②
今
回
の
調
査
で
個
人
情
報
の

保
護
に
対
し
、
配
慮
し
て
い
る

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

　

 

③
回
答
用
紙
は
だ
れ
が
点
検
す

る
の
か
。
正
確
な
記
入
が
要
求

さ
れ
る
が
、
以
前
は
調
査
員
が

面
談
を
し
て
項
目
を
埋
め
て
い

っ
た
。
回
答
拒
否
、白
紙
回
答
、

記
入
漏
れ
等
に
対
し
て
統
計
調

査
員
、
指
導
員
、
担
当
職
員
の

範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
。

　

 

④
当
市
に
居
住
す
る
外
国
人
は

登
録
者
だ
け
で
も
４
７
５
８
人

と
聞
く
が
こ
の
方
々
に
対
す
る

調
査
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

　

 　

時
代
が
変
わ
ろ
う
と
も
資
料

の
正
確
性
は
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
思
う
。

答 
弁
（
企
画
部
長
）
①
回
答
拒
否

件
数
は
、
当
時
の
水
海
道
市
、

３
歳
未
受
診
者
に
は
葉
書
に
よ

る
。
そ
れ
で
も
受
診
で
き
な
い

未
受
診
者
に
は
翌
月
葉
書
に
て

２
歳
児
教
室
を
勧
め
て
い
る
。

ま
た
、
家
庭
訪
問
の
と
き
に
未

受
診
者
全
員
の
状
況
を
把
握
す

る
よ
う
努
め
て
い
る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
介
護
予
防
事
業
に
つ
い
て
。

○
き
ぬ
温
水
プ
ー
ル
に
つ
い
て
。


